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令
和
七
年 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

決
算
特
別
委
員
会
会
議
録 

 

第
一
号 

鹿
児
島
県
議
会 

一
、
委
員
会
を
開
催
し
た
年
月
日
、
場
所 

 
 

令
和
七
年
九
月
十
九
日
（
金
曜
日
） 

 
 

産
業
経
済
委
員
会
室 

 
 

 

二
、
出
席
し
た
委
員
の
氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

永
井 

 

章
義 

 
 
  

委

員

長 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

森 
 

 

昭
男 

  
 
 
 

副
委
員
長 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

い
ぬ
ぶ
し 

浩
幸 

 
 
   

委 
 
  

員 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

元
山 

ひ
さ
や 

  
 
 
  
 
 
 

〃 
   

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

小
川 

み
さ
子 

   
 

 
 

〃 
   

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

岩
重 

 

あ
や 

  
 
 
  
 
 
 

〃 
   

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

し
ら
い
し 

誠 
  
 
 
  
 
 
 

〃 
   

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

田
畑 

浩
一
郎 
  
 
 
  
 
 
 

〃 
   

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

大
久
保 

博
文 

  
 
 
  
  

〃 
   

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 

前
野 
 

義
春 

  
 
 
  
 
 
 

〃 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

柳 
 

 

誠
子 

  
 
 
  
 
 
 

〃 

藤
崎 

 
 

剛 
  
 
 
  
 
 
 

〃 

田
之
上 

耕
三 

  
 
 
  
 
 
 

〃 

  
 
 

 

三
、
欠
席
し
た
委
員
の
氏
名 

 
 

な
し 

 

四
、
出
席
し
た
委
員
外
議
員
の
氏
名 

 
 

な
し 

 

 

五
、
鹿
児
島
県
議
会
委
員
会
条
例
第
十
九
条
に
よ
る
出
席
者 

 

な
し 

 
 

 
 

議
会
事
務
局 

 

上
今 

 

朋
未 

委
員
会
第
五
係
長 

片
野
田 

真
知
子 

委
員
会
第
三
係
長 

 

六
、
会
議
に
付
し
た
事
件 

 
 

委
員
長
の
選
任 

 
 

副
委
員
長
の
選
任 

 
 

議
案
第
八
六
号 

令
和
六
年
度
鹿
児
島
県
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て
認
定
を
求
め
る
件 

 
 

議
案
第
九
三
号 

令
和
六
年
度
鹿
児
島
県
工
業
用
水
道
事
業
特
別
会
計
決
算
に
つ
い
て

認
定
を
求
め
る
件 

 
 

議
案
第
九
九
号 

令
和
六
年
度
鹿
児
島
県
病
院
事
業
特
別
会
計
決
算
に
つ
い
て
認
定
を

求
め
る
件 

 

七
、
審
査
経
過 

〇
上
今
委
員
会
第
五
係
長 

本
日
の
委
員
会
は
、
委
員
会
設
置
後
、
最
初
の
委
員
会
で
ご
ざ
い

（
正
副
委
員
長
互
選
・
継
続
審
査
・

審
査
日
程
・
審
査
方
針
） 
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ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
鹿
児
島
県
議
会
委
員
会
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
出

席
委
員
中
、
年
長
の
委
員
に
委
員
長
互
選
の
職
務
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
出
席
委
員
中
、

年
長
委
員
は
、
田
之
上
委
員
で
ご
ざ
い
ま
す
。
田
之
上
委
員
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

〔
田
之
上
委
員
・
委
員
長
席
に
着
席
〕 

 
 

 
 

 
 

 
…

…
…

…
…

…
…
…

…
…

…
…
 

 
 

 
 

 
 

 
 

午
後
三
時
五
十
二
分
開
会 

 
 

 
 

 
 

 
…

…
…

…
…

…
…
…

…
…

…
…
 

○
田
之
上
委
員 

た
だ
い
ま
か
ら
、
決
算
特
別
委
員
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 

私
が
、
本
日
の
出
席
委
員
の
中
で
、
年
長
委
員
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
委
員
会
条
例
の
規
定

に
よ
り
、
委
員
長
の
互
選
に
関
す
る
職
務
を
行
い
ま
す
。 

 

 

委
員
長
の
互
選
は
、
委
員
会
条
例
及
び
地
方
自
治
法
第
百
十
八
条
第
二
項
の
例
に
よ
り
、
指

名
推
選
の
方
法
で
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

〔「
異
議
な
し
」
と
い
う
者
あ
り
〕 

○
田
之
上
委
員 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
指
名
推
選
の
方
法
に
よ
る
こ
と
に
決

定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
指
名
者
の
決
定
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
柳
委
員
に
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御

異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
い
う
者
あ
り
〕 

○
田
之
上
委
員 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
指
名
者
は
柳
委
員
に
決
定
い
た
し
ま

し
た
。 

 

柳
委
員
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
柳 

委
員 

委
員
長
に
永
井
委
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

○
田
之
上
委
員 

た
だ
今
、
委
員
長
に
永
井
委
員
が
指
名
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
に
決
定

す
る
こ
と
に
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
い
う
者
あ
り
〕 

○
田
之
上
委
員 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
委
員
長
は
永
井
委
員
に
決
定
い
た
し

ま
し
た
。 

 

委
員
長
が
決
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
私
の
委
員
長
の
互
選
に
関
す
る
職
務
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

御
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

〔
田
之
上
委
員
退
席
・
永
井
委
員
委
員
長
席
に
着
席
〕 

○
永
井
委
員
長 

た
だ
い
ま
、
皆
様
の
御
推
挙
を
い
た
だ
い
て
、
委
員
長
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し

た
永
井
で
す
。
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
私
自
身
、
当
委
員
会
の
円
滑
な

運
営
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
皆
様
の
お
力
添
え
を
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
次
に
、
副
委
員
長
の
互
選
を
行
い
ま
す
。 

副
委
員
長
の
互
選
に
つ
き
ま
し
て
も
、
委
員
会
条
例
及
び
地
方
自
治
法
第
百
十
八
条
第
二
項

の
例
に
よ
り
、
指
名
推
選
の
方
法
で
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

〔「
異
議
な
し
」
と
い
う
者
あ
り
〕 

○
永
井
委
員
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
指
名
推
選
の
方
法
に
よ
る
こ
と
に
決

定
い
た
し
ま
し
た
。 

次
に
、
指
名
者
の
決
定
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
田
之
上
委
員
に
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

〔「
異
議
な
し
」
と
い
う
者
あ
り
〕 

○
永
井
委
員
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
指
名
者
は
田
之
上
委
員
に
決
定
い
た

し
ま
し
た
。 

田
之
上
委
員
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
田
之
上
委
員 

副
委
員
長
に
森
委
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

○
永
井
委
員
長 

た
だ
今
、
副
委
員
長
に
森
委
員
が
指
名
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
に
決
定

す
る
こ
と
に
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

〔「
異
議
な
し
」
と
い
う
者
あ
り
〕 

○
永
井
委
員
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
副
委
員
長
は
森
委
員
に
決
定
い
た
し

ま
し
た
。 

副
委
員
長
に
ご
あ
い
さ
つ
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
森 
副
委
員
長 

た
だ
い
ま
、
皆
様
方
の
御
推
挙
に
よ
り
ま
し
て
、
副
委
員
長
を
務
め
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
委
員
長
を
し
っ
か
り
補
佐
し
て
、
委
員
会
の
円
滑
な
運
営
に
当
た
り
た
い

と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
皆
様
お
力
を
お
貸
し
く
だ
さ
い
。
最
後
ま
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

○
永
井
委
員
長 

以
上
で
、
正
副
委
員
長
の
互
選
は
、
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 
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次
に
、
議
案
の
取
り
扱
い
、
審
査
日
程
、
審
査
方
針
な
ど
に
つ
い
て
、
御
協
議
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。 

ま
ず
、
議
案
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
、
議

案
第
八
六
号
「
令
和
六
年
度
鹿
児
島
県
歳
入
歳
出
決
算
に
つ
い
て
認
定
を
求
め
る
件
」
及
び
議

案
第
九
三
号
「
令
和
六
年
度
鹿
児
島
県
工
業
用
水
道
事
業
特
別
会
計
決
算
に
つ
い
て
認
定
を
求

め
る
件
」
並
び
に
議
案
第
九
九
号
「
令
和
六
年
度
鹿
児
島
県
病
院
事
業
特
別
会
計
決
算
に
つ
い

て
認
定
を
求
め
る
件
」
の
取
り
扱
い
に
つ
き
ま
し
て
は
、
閉
会
中
の
継
続
審
査
と
す
る
こ
と
に

い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
い
う
者
あ
り
〕 

○
永
井
委
員
長 

御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
議
案
第
八
六
号
な
ど
議
案
三
件
は
、
閉
会
中
の

継
続
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

こ
こ
で
、
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

午
後
三
時
五
十
七
分
休
憩 

 
 

 
 

 
 

―
―

―
―

―
―

―
―
―

―
―

―
 

 
 

 
 

 
 

 
 

午
後
三
時
五
十
七
分
再
開 

○
永
井
委
員
長 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

閉
会
中
の
審
査
日
程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
付
し
て
あ
り
ま
す
日
程
案
の
と
お
り

と
す
る
こ
と
に
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
い
う
者
あ
り
〕 

○
永
井
委
員
長 

御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

決
算
特
別
委
員
会
審
査
日
程 

（
令
和
六
年
度
分
一
般
会
計
・
特
別
会
計
、
企
業
会
計
） 

    

 

○
永
井
委
員
長 

な
お
、
た
だ
い
ま
の
日
程
に
つ
き
ま
し
て
部
局
等
の
都
合
に
よ
り
変
更
を
必

要
と
す
る
場
合
の
調
整
に
つ
き
ま
し
て
は
、
当
席
に
御
一
任
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

〔「
異
議
な
し
」
と
い
う
者
あ
り
〕 

○
永
井
委
員
長 

御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
よ
う
に
取
り
計
ら
い
ま
す
。 

こ
こ
で
、
暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

午
後
三
時
五
十
八
分
休
憩 

 
 

 
 

 
 

―
―

―
―

―
―

―
―
―

―
―

―
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午
後
四
時
一
分
再
開 

○
永
井
委
員
長
再
開
い
た
し
ま
す
。
審
査
方
針
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
付
し
て
あ
り

ま
す
案
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
に
、
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

〔
「
異
議
な
し
」
と
い
う
者
あ
り
〕 

○
永
井
委
員
長 
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

 
 

決
算
特
別
委
員
会
一
般
会
計
・
特
別
会
計
審
査
方
針 

一 

予
算
は
、
議
決
の
趣
旨
、
目
的
に
そ
っ
て
合
理
的
・
効
率
的
に
執
行
さ
れ
、
か
つ
、
所
期

の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
。 

 

○ 

主
要
施
策
の
成
果
は
ど
う
か
。 

 

○ 

歳
入
は
、
適
正
に
確
保
さ
れ
た
か
。 

 

○ 

歳
出
は
、
適
正
に
執
行
さ
れ
た
か
。 

二 

財
産
の
管
理
は
、
適
正
で
あ
っ
た
か
。 

三 

業
務
の
執
行
体
制
に
問
題
は
な
か
っ
た
か
。 

四 

前
年
度
の
決
算
特
別
委
員
会
の
要
望
事
項
及
び
監
査
委
員
の
指
摘
事
項
は
、
ど
の
よ
う
に

処
理
さ
れ
た
か
。 

  
 

決
算
特
別
委
員
会
企
業
会
計
審
査
方
針 

 

○ 

工
業
用
水
道
事
業 

 

○ 

病 

院 

事 

業 

一 

公
営
事
業
と
し
て
、
所
期
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
。 

二 

経
営
は
、
合
理
的
・
効
率
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。 

三 

財
政
状
態
は
健
全
か
。 

四 

経
営
実
績
等
か
ら
見
た
今
後
の
運
営
方
針
と
整
備
方
針
は
適
切
か
。 

（
病
院
事
業
の
み
） 

五 

県
立
病
院
事
業
改
革
基
本
方
針
に
対
す
る
取
組
は
適
切
に
な
さ
れ
て
い
る
か
。 

 

こ
れ
で
、
本
日
の
委
員
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

午
後
四
時
二
分
閉
会 

                      


